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第５章 対象事業に係る環境影響評価の項目 

5-1 環境に影響を及ぼす行為・要因の把握 

本事業の実施に伴い、事業予定地及びその周辺の環境に影響を及ぼすおそれがある行

為・要因（以下、「影響要因」という。）について、事業特性を踏まえ抽出した結果は、表

5-1-1 に示すとおりである。 

 

表 5-1-1 影響要因の抽出 

区分 影響要因 影響を及ぼす内容 

工事中 既存施設基礎部の解体 

及び新建築物の建設 

粉じんの発生、廃棄物等の発生、温室効果ガスの

排出 

 掘削等の土工 地下水位の変化、地盤変位、廃棄物等の発生 

 建設機械の稼働 大気汚染物質の排出、騒音・振動の発生、温室効

果ガスの排出 

 工事関係車両の走行 大気汚染物質の排出、騒音・振動の発生、交通安

全への影響、温室効果ガスの排出 

存在・ 

供用時 

新建築物の存在 風害の発生、地盤変位、日照阻害、電波障害の発

生、緑地の状況、水循環への影響、景観の変化、

ヒートアイランド現象 

 新建築物の供用 廃棄物等の発生、温室効果ガスの排出、ヒートア

イランド現象 

 新建築物関連車両の走行 騒音・振動の発生、交通安全への影響、温室効果

ガスの排出 

 

5-2 影響を受ける環境要素の抽出 

表 5-1-1 に示す事業特性を踏まえて抽出した影響要因に基づき、事業予定地及びその周

辺の地域特性を勘案し、環境影響評価の対象とする環境要素を抽出して、環境影響評価の

項目を選定した。 

環境影響評価の項目として抽出した環境要素と影響要因の関連は、表 5-2-1 に示すとお

りである。また、各環境要素について、環境影響評価の項目として選定した理由は表 5-2-2

に、選定しなかった理由は表 5-2-3 に示すとおりである。 

なお、環境影響評価の対象とする環境要素は、大気質、風害、騒音、振動、地盤、日照

阻害、電波障害、安全性、廃棄物等、緑地、水循環、景観、温室効果ガス等及びヒートア

イランド現象の計 14 項目である。 
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表 5-2-1 環境影響評価の項目として抽出した環境要素と影響要因の関連 

  影響要因の区分 工事中 存在・供用時 

環境要素の区分 

     細区分 

 

 

 

 

 細区分 

既
存
施
設
基
礎
部
の
解
体 

及
び
新
建
築
物
の
建
設 

掘
削
等
の
土
工 

建
設
機
械
の
稼
働 

工
事
関
係
車
両
の
走
行 

新
建
築
物
の
存
在 

新
建
築
物
の
供
用 

新
建
築
物
関
連
車
両
の
走
行 

Ａ 大気質 

二酸化窒素 - - ● ● - - - 

浮遊粒子状物質 - - ● ● - - - 

粉じん ● - - - - - - 

Ｂ 悪 臭 － - - - - - - - 

Ｃ 風 害 ビル風 - - - - ● - - 

Ｄ 騒 音 
建設作業騒音 - - ● - - - - 

道路交通騒音 - - - ● - - ● 

Ｅ 振 動 
建設作業振動 - - ● - - - - 

道路交通振動 - - - ● - - ● 

Ｆ 低周波音 － - - - - - - - 

Ｇ 水質・底質 － - - - - - - - 

Ｈ 地下水 － - - - - - - - 

Ｉ 土 壌 － - - - - - - - 

Ｊ 地 盤 
地下水位 - ● - - - - - 

地盤変位 - ● - - ● - - 

Ｋ 地形・地質 － - - - - - - - 

Ｌ 日照阻害 日影 - - - - ● - - 

Ｍ 電波障害 
テレビジョン 

放送電波 
- - - - ● - - 

Ｎ 地域分断 － - - - - - - - 

Ｏ 安全性 交通安全 - - - ● - - ● 

Ｐ 廃棄物等 廃棄物等 ● ● - - - ● - 

Ｑ 植 物 － - - - - - - - 

Ｒ 動 物 － - - - - - - - 

Ｓ 生態系 － - - - - - - - 

Ｔ 緑 地 緑地の状況 - - - - ● - - 

Ｕ 水循環 水循環への影響 - - - - ● - - 

Ｖ 景 観 地域景観 - - - - ● - - 

Ｗ 
人と自然との触れ

合いの活動の場 
－ - - - - - - - 

Ｘ 文化財 － - - - - - - - 

Ｙ 温室効果ガス等 温室効果ガス ● - ● ● - ● ● 

Ｚ 
ヒートアイランド

現象 

ヒートアイランド

現象 
- - - - ● ● - 

注）●は環境影響評価の項目を示す。  
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表 5-2-2(1) 環境影響評価の項目として選定した理由 

環境要素 時 期 抽出理由 

Ａ 大気質 工事中 

 既存施設基礎部の解体及び新建築物の建設に伴い発生

する粉じんによる大気質への影響が考えられる。 

 建設機械の稼働に伴い排出される二酸化窒素及び浮遊

粒子状物質による大気質への影響が考えられる。 

 工事関係車両の走行に伴い排出される二酸化窒素及び

浮遊粒子状物質による大気質への影響が考えられる。 

Ｃ 風 害 存在時  新建築物の存在によるビル風の影響が考えられる。 

Ｄ 騒 音 

工事中 

 建設機械の稼働に伴い発生する騒音による影響が考え

られる。 

 工事関係車両の走行に伴い発生する騒音による影響が

考えられる。 

供用時 
 新建築物関連車両の走行に伴い発生する騒音による影

響が考えられる。 

Ｅ 振 動 

工事中 

 建設機械の稼働に伴い発生する振動による影響が考え

られる。 

 工事関係車両の走行に伴い発生する振動による影響が

考えられる。 

供用時 
 新建築物関連車両の走行に伴い発生する振動による影

響が考えられる。 

Ｊ 地 盤 

工事中 
 掘削等の土工に伴う地下水位への影響が考えられる。 

 掘削等の土工による周辺地盤の変位が考えられる。 

存在時 
 新建築物の存在（建物荷重）による周辺地盤の変位が考

えられる。 

Ｌ 日照阻害 存在時  新建築物の存在による日影の影響が考えられる。 

Ｍ 電波障害 存在時 
 新建築物の存在によるテレビジョン放送電波の受信障

害等が考えられる。 

Ｏ 安全性 

工事中 
 工事関係車両の走行に伴う交通安全への影響が考えら

れる。 

供用時 
 新建築物関連車両の走行に伴う交通安全への影響が考

えられる。 

Ｐ 廃棄物等 

工事中 

 既存施設基礎部の解体及び新建築物の建設、並びに掘削

等の土工に伴い発生する建設系廃棄物による影響が考

えられる。 

供用時 
 新建築物の供用に伴い発生する事業系及び家庭系廃棄

物による影響が考えられる。 

Ｔ 緑 地 存在時 
 新建築物の存在（緑化）による緑地等の出現が考えられ

る。 
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表 5-2-2(2) 環境影響評価の項目として選定した理由 

環境要素 時 期 抽出理由 

Ｕ 水循環 存在時  新建築物の存在による水循環への影響が考えられる。 

Ｖ 景 観 存在時  新建築物の存在による地域景観の変化が考えられる。 

Ｙ 
温室効果

ガス等 

工事中 

 既存施設基礎部の解体及び新建築物の建設、建設機械の

稼働、並びに工事関係車両の走行に伴い排出される温室

効果ガスによる影響が考えられる。 

供用時 
 新建築物の供用及び新建築物関連車両の走行に伴い排

出される温室効果ガスによる影響が考えられる。 

Ｚ 

ヒートア

イランド

現象 
存在・供用時 

 新建築物の存在及び新建築物の供用に伴いヒートアイ

ランド現象が形成される可能性がある。 

 

表 5-2-3(1) 環境影響評価の項目として選定しなかった理由 

環境要素 時 期 抽出理由 

Ａ 大気質 供用時 

 熱源施設を設置しない。 

 新建築物関連車両は主に小型車であり、この台数は、周

辺の幹線道路における交通量と比べて少なく、さらに事

業予定地は、公共交通機関の利便性の高い場所にあるこ

とから、新建築物関連車両台数は抑えられる。これらの

ことから、新建築物関連車両の走行に伴う大気質への影

響は小さいと考えられる。 

Ｂ 悪 臭 

工事中  悪臭を発生する建設機械は使用しない。 

供用時 

 廃棄物保管庫からの排気については、必要に応じて脱臭

装置を設け、建物外部への臭気漏洩防止に努めることか

ら、影響は小さいと考えられる。 

Ｆ 低周波音 
工事中  著しく低周波音を発生する建設機械は使用しない。 

供用時  著しく低周波音を発生する施設を設置しない。 

Ｇ 
水質・ 

底質 

工事中 
 工事中の排水は、沈砂槽を経て公共下水道へ放流する計

画であることから、影響は小さいと考えられる。 

供用時 
 汚染物質を排出する施設は設置せず、また、事業活動に

伴う排水は公共下水道に放流する。 

Ｈ 地下水 

工事中 
 工事中の排水は、沈砂槽を経て公共下水道へ放流する計

画であることから、影響は小さいと考えられる。 

供用時 
 汚染物質を排出する施設は設置せず、また、事業活動に

伴う排水は公共下水道に放流する。 

Ｉ 土 壌 

工事中 

 過去に使用されていた特定有害物質（PCB）については、

適切に搬出されており、漏洩等の事故はないことから、

特に問題となることはないと考える。 

 事業予定地の地歴から、その他の特定有害物質は存在し

ないと考えられる。 

供用時 
 特定有害物質は使用せず、また、ダイオキシン類を排出

する施設は設置しない。 
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表 5-2-3(2) 環境影響評価の項目として選定しなかった理由 

環境要素 時 期 抽出理由 

Ｋ 
地形・ 

地質 

工事中  事業予定地内に重要な地形・地質は存在しない。 

 大規模な土地の改変は行わない。 
存在・供用時 

Ｎ 地域分断 
工事中  本事業は、特定の敷地内における開発であることから、

周辺地域の再編成等は行わない。 
存在時 

Ｑ 植 物 
工事中 

 事業予定地及びその周辺には、貴重種として保存すべき

群落及び種等は存在しない。 

 事業予定地には緑地はなく、その周辺も商業・業務施設

や住宅等が大半を占める市街地であり、人間活動の影響

を強く受けた環境となっているため、生息・生育する動

植物は限られることから、事業による影響は小さいと考

えられる。 

存在・供用時 

Ｒ 動 物 
工事中 

存在・供用時 

Ｓ 生態系 
工事中 

存在・供用時 

Ｗ 

人と自然

との触れ

合いの活

動の場 

工事中 

 本事業の実施による人と自然との触れ合いの活動の場

への改変等は行わない。 

 人と自然との触れ合いの活動の場は、事業予定地から

150ｍ以上離れていることから、この人と自然との触れ

合いの活動の場の利用特性の変化及び環境に与える影

響は小さいと考えられる。 

存在・供用時 

Ｘ 文化財 

工事中 
 事業予定地内には指定文化財は存在しておらず、周辺地

域については、本事業の実施による指定文化財の現状変

更等は計画していない。 

 工事中に埋蔵文化財が確認された場合には、関係機関と

の協議により適切な措置をとる。 
存在時 
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